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 第１節～第２節（略） 

第 3 節       土   工 

 １ （略） 

 ２ 盛土 

（１） （略） 

 （2）施工歩掛 （略） 

 ア．残土処理(「治山林道必携」施工パッケージ１章②土工３．整地) 

   残土受入地(仮置場、残土処理場、土取場)での処理はバックホウによるものとするほか、ブルドーザ

（敷均し）を標準とし、締固め作業を必要とする場合は別途考慮する。 

   残土処理場は、周囲の自然等の環境条件を十分配慮して、原則として現場内に選定するものとし、でき

る限り林道の退避所及び林業作業用施設等の施設と併設するものとする。 

なお、残土処理場は林道施設ではないことから、令和５年５月26日施行の「宅地造成及び特定盛土等規

制法」（昭和36年法律第191号）（以下、盛土規制法とする。）の適用除外とならないことにから、やむ

を得ず設置する場合は、盛土規制法に規定する技術的基準に準拠すること。 

 

 

 

 

 ３～４ （略） 

 第４節～第６節 （略） 

 第 7 節  防護施設工 

1. 落石対策便覧（平成 29 年改訂）に係る留意事項について 

 落石の衝突荷重を直接受けるワイヤについて、巻付グリップにより端部処理を行う場合は、ワイヤクリッ

プによる緊縛を行うこととされた。そのため、ワイヤロープ径と巻付グリップ、ワイヤクリップとの関係は

次表のとおりとする。 

 なお、ワイヤクリップの取付歩掛並びに個数及び位置については次のとおりとする。 

取付歩掛 法面工２人/100 個 

取付個数 落石の衝撃を直接受ける箇所の巻付グリップ１カ所につき２個 

取付位置 巻付けグリップ端部から 150mm 間隔 

 

表 1. ワイヤロープ径と巻付グリップ径及びワイヤクリップ径との対応 

ワイヤロープ径 巻付グリップ ワイヤクリップ 

Φ12mm Φ12mm 用 Φ18mm 用 

Φ14mm Φ14mm 用 Φ18mm 用 

Φ16mm Φ16mm 用 Φ20mm 用 

 第１節～第２節（略） 

第 3 節       土   工 

 １ （略） 

 ２ 盛土 

（１） （略） 

 （2）施工歩掛 （略） 

 ア．残土処理(「治山林道必携」施工パッケージ１章②土工３．整地) 

   残土受入地(仮置場、残土処理場、土取場)での処理はバックホウによるものとするほか、ブルドーザ

（敷均し）を標準とし、締固め作業を必要とする場合は別途考慮する。 

   残土処理場は、周囲の自然等の環境条件を十分配慮して、原則として現場内に選定するものとし、でき

る限り林道の退避所及び林業作業用施設等の施設と併設するものとする。 

（ア）路体に接続した残土処理は次のとおりとする。 

   林道を利用した作業に必要な場合又は、押え盛土を安定した構造とする場合は盛土に準じた設計とする

こと。 

 （イ）路体に接続しない残土処理は、次のとおりとする。 

   残土の締固め（ブルドーザ施工）は、地質、地形、現場条件等により必要な場合に計上することができ

る。 

   なお、この場合には、各種条件等を整理しておくこと。 

３～４ （略） 

 第４節～第６節 （略） 

 第 7 節  防護施設工 

1.  （新設） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（新設）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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Φ18mm Φ18mm 用 Φ24mm 用 

 

2. 落石防護柵 

3. 落石防止網（覆式） 

4． 道路付属施設設置工 

5． 洞門工（プレキャスト製シェッド）（平成24年7月1日版 土木工事標準積算基準書Ⅵ－２－③） 

 第８節～第９節 （略） 

第 10 節  そ の 他 

 1．維持管理工 

 （１）～（４） （略） 

 （5）橋梁等の塗装工 

  橋梁等の塗装工で使用する剥離剤については、森林土木事業設計要領（治山・林道編）第１編２ケ安全費

によるものとする。 

 

 2. （略） 

 3. 仮設工 

 （１） （略） 

 （２） （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） （略） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

1. 落石防護柵 

2. 落石防止網（覆式） 

3． 道路付属施設設置工 

4． 洞門工（プレキャスト製シェッド）（平成24年7月1日版 土木工事標準積算基準書Ⅵ－２－③） 

 第８節～第９節 （略） 

第 10 節  そ の 他 

 1．維持管理工 

 （１）～（４） （略） 

 （5）橋梁等の塗装工 

  橋梁等の塗装工で使用する剥離剤について、厚生労働省からの通知(基安化発 1019 第 1 号)に記載された

ものを当初設計で使用する場合、安全対策に必要な経費について、見積りを行い、安全費に積上げで計上す

るものとする。 

2. （略） 

 3. 仮設工 

 （１） （略） 

 （２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） （略） 

 

 


